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 豊橋市二川宿本陣資料館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和５年３月  日 

 

                    豊橋市教育委員会 

 

豊橋市教育委員会規則第 号 

   豊橋市二川宿本陣資料館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

豊橋市二川宿本陣資料館条例施行規則（平成３年豊橋市教育委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

次の表のように改める。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（資料の館外貸出し） （資料の館外貸出し） 

第18条 資料は、教育委員会が適当と認めたも

のに館外貸出しを行うことができる。 

第18条 資料は、館外貸出しを行わないものと

する。ただし、教育委員会が適当と認めたも

のについては、この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 教育委員会は、前項の規定による申請を承

認したときは、館外貸出承認書（様式第６の

２）を申請者に交付する。 

 

４ 前項の承認には、管理上必要な条件を附す

ることができる。 

 

 

 様式第３の２及び様式第３の３を次のように改める。 



様式第３の２（第８条関係） 

 

注 １ 太枠内を記入してください。 

２ 使用区分の該当欄に○印を付けてください。 

  ３ 特記事項欄は、上記使用目的又は使用日時と異なる場合に記入してください。

商家「駒屋」使用承認申請書 
年  月  日 

 指定管理者 様 

申請者 住  所           

氏  名           

電  話（   ）   －    
（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 

 
 
 

 次のとおり、商家「駒屋」を使用したいので申請します。 
 

使用目的 

 

使用日時 
年  月  日午前・午後  時から 

年  月  日午前・午後  時まで 

 
使用区分 施設区分 特記事項（時間区分） ※使用料金 

 主 屋 
□午前 □午後 

□全日 □（        ）

円 

 離 れ 座 敷 
□午前 □午後 

□全日 □（        ）
 

 茶 室 
□午前 □午後 

□全日 □（        ）
 

 南 土 蔵 
□午前 □午後 

□全日 □（        ）
 

 広 場 
□午前 □午後 

□全日 □（        ）
 

附属設備 
使用の有無 

□ 有（別紙） 

□ 無 
 

使用人員 
大 人      人 

子ども      人 

※施設使用料 

合 計 
 

企業（営業）

活動等の有無 

□ 有 

□ 無 

入場料（会費）

等の有無 

□有 最高額       円 

□無 

使用責任者 
住所 

氏名            電話   （  ）  － 

備 考 
 

 



様式第３の３（第９条関係） 

商家「駒屋」使用承認書 

 

申請日    年  月  日 

承認日    年  月  日 

承認番号          

 

             様 

 

指定管理者             ㊞ 

 
 
 
 
次のとおり、商家「駒屋」の使用について承認します。 

 
 

使用目的 

 

使用日時 
年  月  日午前・午後  時から 

年  月  日午前・午後  時まで 

 
使用区分 施設区分 時間区分 使用料金 

 主 屋 
□午前 □午後 

□全日 □（       ） 

円 

 離 れ 座 敷 
□午前 □午後 

□全日 □（       ） 
 

 茶 室 
□午前 □午後 

□全日 □（       ） 
 

 南 土 蔵 
□午前 □午後 

□全日 □（       ） 
 

 広 場 
□午前 □午後 

□全日 □（       ） 
 

附属設備 
使用の有無 

□ 有（別紙） 

□ 無 
 

使用人員 
大 人      人 

子ども      人 

施設使用料※ 

合 計 
           円 

企業（営業）

活動等の有無 

□ 有 

□ 無 

入場料（会費）

等の有無 

□有 最高額       円 

□無 

使用責任者 
住所 

氏名            電話   （  ）  － 

備 考 
※加算使用料金計        円 

※減免使用料金計        円 



様式第５の２を次のように改める。 

様式第５の２（第12条関係） 

 

商家「駒屋」使用料減免申請書 
年  月  日 

 豊橋市長 様 

申請者 住  所          

氏  名           

電  話（   ）   －    
（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 

 
 
 
 

 次の事由のため、商家「駒屋」の使用料を 減額・免除 してください。 

減免を受けよ

うとする事由 

 

使用日時 
年  月  日午前・午後  時から 

年  月  日午前・午後  時まで 

 
使用区分 施設区分 特記事項（時間区分） ※使用料金 

 主 屋 
□午前 □午後 

□全日 □（      ） 

円 

 離 れ 座 敷 
□午前 □午後 

□全日 □（      ） 
 

 茶 室 
□午前 □午後 

□全日 □（      ） 
 

 南 土 蔵 
□午前 □午後 

□全日 □（      ） 
 

 広 場 
□午前 □午後 

□全日 □（      ） 
 

附属設備 
使用の有無 

□ 有（別紙） 

□ 無 
 

使用人員 

大 人      

人 

子ども      

人 

※施設使用料 

合 計 
 

企業（営業）

活動等の有無 
□ 有 

□ 無 

入場料（会費）

等の有無 

□有 最高額       円 

□無 

使用責任者 
住所 

氏名            電話   （  ）    

備 考 
 

 



注 １ 太枠内を記入してください。 

２ 施設区分の該当欄に○印を付けてください。 

  ３ 特記事項欄は、上記減免を受けようとする事由又は使用日時と異なる場合に記入して

ください。 

 



 様式第６を次のように改める。 

様式第６（第18条関係） 

豊橋市二川宿本陣資料館資料館外貸出申請書 

年  月  日  

 豊橋市教育委員会様 

住 所           

申請者  氏 名           

電 話（  ） ―    

（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 

 次のとおり、貴館所蔵資料の館外貸出しを承認してください。 

利 用 目 的  

貸 出 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

利 用 場 所  

利 用 方 法  

貸 出 資 料 

記号・番号 資 料 名 点 数 備 考 

    

    

    

資 料 取 扱 い 
責 任 者  

そ の 他  



 様式第６の次に次の１様式を加える。 

様式第６の２（第18条関係） 

豊橋市二川宿本陣資料館外貸出承認書 

承認第    号 

年  月  日  

（申請者）     様 

豊橋市教育委員会 ○印  

 

  年 月 日申請の所蔵資料の館外貸出しについては、次のとおり承認します。 

利 用 目 的  

貸 出 期 間    年  月  日から  年  月  日まで 

利 用 場 所  

利 用 方 法  

貸 出 資 料 

記 号 ・ 番 号 資 料 名 点 数 備 考 

    

    

    

貸 出 条 件  

そ の 他  

 



附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


